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Abstract: Sexual minority (or LGBT) is an inclusive term that refers to people whose sexuality differs from the 

majority, including people whose gender identity differs from their assigned sex at birth and those who are 

attracted to the same gender. Current support for sexual minority students was asked of principals of randomly 

selected elementary, junior high, and high schools nationwide. The findings were the following: (1) A few 

schools have provided learning opportunities and information about sexual minorities. (2) Support and 

consideration for children tends to decrease gradually as the stage of school advances. (3) It is probably 

important to increase learning opportunities for teachers and other staff to improve support and consideration 

for students. 

１．はじめに 

性的マイノリティ（sexual minority；セクシュアル・マ

イノリティ，あるいは性的少数者）とは，生まれたときに

振り分けられた性とは異なる性を自認している人や，恋愛

対象が同性の人など，多数派（マジョリティ）とは異なる

性のあり方をもつ人々の総称である 1)．性的マイノリティ

には，性的指向や性自認がはっきりしていない，定まって

いない，どちらかに決めたくないなど，特定の状況にあて

はまらないクエスチョニング（Questioning）と呼ばれる人，

無性愛の人，性分化疾患の人なども含まれる．性的マイノ

リティという「性的マジョリティではない人々」といった

相対的な名称ではなく，それぞれを主体的に呼ぶことので

きる LGBT（レズビアン（Lesbian）：女性同性愛者，ゲイ

（Gay）：男性同性愛者，バイセクシュアル（Bisexual）：

両性愛者，トランスジェンダー（Transgender）：身体の性

と心の性に違和感を抱える人）という名称が用いられるこ

ともある 2)． 

日高 3)は，（1）性的マイノリティ当事者の 6割が学校で

いじめ被害にあった経験があること，（2）当事者の 2割が

学校教育で同性愛に関する知識を異常なものとして習っ

た，否定的な情報を得たと回答したことなどの結果から，

我が国の性的マイノリティの児童生徒は学校で様々な困

難に直面していることを指摘している．また，中塚 2)は，

性別違和感をもつ子どもは，（1）反応への懸念や周囲の無

理解，教員の言動などが原因となり，自身の悩みを隠そう

とすること，（2）当事者の 6割が自身の悩みについて子ど

ものころに相談しなかったことを後悔していると回答し

たことなどを報告している． 

近年の学校では，性的マイノリティの児童生徒に対する

支援・配慮の充実が求められている．これは個人の性的指

向や性同一性を理由とした差別を許さない国際的な人権

擁護の動きに後押しされたもので，支援・配慮の状況は改

善傾向にある．事実，文部科学省は，2015 年に「性同一

性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等

について」4)を，2016年に「性同一性障害や性的指向・性

自認に係る，児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施に

ついて（教職員向け）」5)を通知しており，性的マイノリテ

ィの児童生徒に対する学校の支援・配慮を推進している．

これらの通知では，性的マイノリティの児童生徒が学校に

悩みを相談できるように，教職員らによるサポートチーム

をつくることや学校生活での支援の事例を紹介するなど，

きめ細やかな配慮を行うことを学校に要求している． 

しかしながら，性的マイノリティの児童生徒に対する学

校の支援・配慮の実際は，各学校の判断に委ねられている

ことから，性的マイノリティの児童生徒への支援・配慮の

程度は学校によって大きく異なる．そのため，性的マイノ

リティの児童生徒に対する学校の支援・配慮の実態を調べ

て全体像を把握すること，その知見を今後の改善に活用す

ることが重要である．実際，文部科学省 6)は，性同一性障

害の児童生徒への対応に関して学校が把握している事例

を調べているが，性同一性障害の児童生徒と限定せずに，

性的マイノリティの児童生徒に対する支援・配慮について，
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（1）学校全体でどのような取り組みを行っているのか，

（2）特定の児童生徒にはどのような対応を行っているの

かを明らかにすることが望ましいだろう．さらに，学校は

（3）主として児童生徒の心のケアを担うスクールカウン

セラーにどのような貢献を期待しているのか，（4）支援の

充実には何が重要だと考えているのか，についても知見を

得ることで，性的マイノリティの児童生徒に対する学校の

支援・配慮状況の改善を加速させていくことも重要である．

しかしながら，このような問題設定に基づく研究はほとん

ど行われていない． 

本多 1)は，2016年に，山梨県の小・中学校に勤務する養

護教諭を対象に，性的マイノリティの児童生徒への支援・

配慮状況について，（1）学校全体としての支援・配慮，（2）

特定の児童生徒への支援・配慮，（3）臨床心理士に貢献し

て欲しいこと，（4）支援の充実に重要と考えること，など

の状況を調べた．その結果，性的マイノリティの児童生徒

に対する支援・配慮は中学校よりも小学校で充実している

こと，学校における支援を充実させるうえでは，教職員の

学習機会の増加が重要であると捉えられていること，など

を明らかにした．しかし，この研究には，（1）学校運営の

責任者である学校長に回答を求めていない，（2）山梨県と

いう一都道府県から得られた知見である，（3）高等学校が

調査に含まれていない，という課題がある．したがって，

性的マイノリティの児童生徒に対する学校の支援・配慮状

況の全容を把握するためには，小・中・高等学校の学校長

を対象にした全国調査の実施が求められる． 

以上の背景から，著者は，全国の小・中・高等学校を無

作為抽出して学校長に性的マイノリティの児童生徒に対

する学校の支援・配慮状況を調査する研究を企画した．幸

いなことに，各調査は研究助成を受けて実施することがで

きた．本稿では，これら全国調査の結果をまとめて，性的

マイノリティの児童生徒に対する学校の支援・配慮状況に

関する考察を行い，状況の改善等に関する知見を整理する． 

２．調査方法  

2.1 調査対象校と実施期間 

（１） 小学校調査

順悠社学校住所録から無作為抽出（系統抽出法）した全

国 3,700 校の学校長に調査票への回答を依頼した（2017

年度（平成 29年度）小学校数 20,095 校）．2018年 2月 17

日に調査票を郵送し，同年 3月 30日までに返送された 874

校（回収率 23.6％）のうち，全無回答の調査票などを除い

た 866校の回答を分析した（有効回答率 23.4%）． 

（２） 中学校調査

順悠社学校住所録から無作為抽出（系統抽出法）した全

国 1,800 校の学校長に調査票への回答を依頼した（2017

年度（平成 29 年度）中学校数 10,325 校）．2017 年 10 月

28 日に調査票を郵送し，同年 12 月 26 日までに返送され

た 522 校のうち（回収率 29.0％），全無回答の調査票など

を除いた 518校の回答を分析した（有効回答率 28.7%）． 

（３） 高等学校調査

順悠社学校住所録から無作為抽出（系統抽出法）した全

国 1,800 校の学校長に調査票への回答を依頼した（2018

年度（平成 30 年度）高等学校数 4,897 校）．2019 年 2 月

13 日に調査票を郵送し，同年 4 月 8 日までに返送された

467 校のうち（回収率 25.9％），全無回答の調査票などを

除いた 462校の回答を分析した（有効回答率 25.6%）． 

2.2 調査票 

本多 1)の調査票を利用した．同調査票では「臨床心理士」

という用語が使用されていたが，本研究では，学校でより

一般的に使用されている「スクールカウンセラー」という

用語に変更した．調査票の質問項目は，（1）学校の基本情

報ならびに回答者の基本情報，（2）学校全体としての支

援・配慮，（3）特定の児童生徒に対する支援・配慮，（4）

スクールカウンセラーに貢献して欲しいこと，（5）支援の

充実に重要と考えること，から構成されていた． 

（１） 学校の基本情報ならびに回答者の基本情報

各調査で共通する学校の基本情報に関する質問項目は，

設置者（国公立，私立），所在地（都道府県），性的マイノ

リティの児童生徒の在籍状況（いる，いると思う，いない

と思う，いない），性的マイノリティの教職員の在籍状況

（いる，いると思う，いないと思う，いない），人権教育

に力を入れているか（はい，いいえ），いじめ防止に力を

入れているか（はい，いいえ），不登校対策に力を入れて

いるか（はい，いいえ），であった． 

回答者の基本情報に関する質問項目は，学校長の性的マ

イノリティに関する学習経験の有無（あり，なし），学校

長の児童生徒，保護者，教職員からの性的マイノリティに

関する相談経験の有無（あり，なし），であった． 

（２） 学校全体としての支援・配慮

教示は「先生が勤務されている学校で行われている，性

的マイノリティ注 1支援・配慮の状況について質問します．

先生の学校では，現在，以下の 14 の事柄が行われていま

すか．該当する数字に〇を付けて回答してください（「は

い」なら 1，「いいえ」なら 2に〇）．」だった． 

質問項目には「児童生徒注 2 が，セクシュアリティにつ

いての悩みを相談できる教職員やスクールカウンセラー

がいる（養護教諭がセクシュアリティについて相談に乗る，

相談室がある など）」（以下，相談できる教職員の存在），

「態度や言動について，性的マイノリティに配慮すること

が教職員間で共有されている（「男なら○○」，「女の子らし

く」，「ホモ」や「オカマ」と言った差別的な言葉を使わな

い など）」（以下，態度や言動への配慮が教職員で意識共

有），「児童生徒のセクシュアリティの問題については，相

談を受けた教職員だけではなく，複数の教職員で情報共有

する仕組みがある（児童生徒について話し合う場がある 

など）」（以下，複数の教職員が当該児童生徒の情報を共

有）等の 14項目から構成されていた． 
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（３） 特定の児童生徒に対する支援・配慮

教示は「性的マイノリティの児童生徒注 3 から要望があ

った場合に，以下の 13 の事柄について配慮することが，

現在，学校として決められていますか．該当する数字に〇

を付けて回答してください（「はい」なら 1，「いいえ」な

ら 2に〇）．」だった． 

質問項目は「服装（自認する性別の制服着用を認める，

体育着登校を認める など）」（以下，服装），「髪型（自認

する性別の髪型を認める など）」（以下，髪型），「学用品

（身体の性による学用品の色分けを避ける，分けられてい

る場合には自認する性別の色の学用品を認める など）」

（以下，学用品）等の 13項目だった． 

（４） スクールカウンセラーに支援・配慮で貢献して

欲しいこと

教示は「学校における性的マイノリティ支援で，先生が

スクールカウンセラーに特に貢献して欲しいと思うこと

を教えてください．以下の 12 の事柄の中から，該当する

事柄に 4 個以内で〇を付けて回答してください．」だった
注 3． 

質問項目は「性的マイノリティ児童生徒の相談に乗っ

て欲しい（悩みや思いを受け止める など）」（以下，当事

者児童生徒の相談に乗る），「性的マイノリティ児童生徒

の担任の相談に乗って欲しい（悩みや想いを受け止める 

など）」（以下，当事者児童生徒の担任の相談に乗る），「性

的マイノリティ児童生徒の保護者の相談に乗って欲しい

（悩みや想いを受け止める など）」（以下，当事者児童生

徒の保護者の相談に乗る）等の 12項目だった． 

（５） 支援の充実において重要なこと

教示は「学校における性的マイノリティ支援について，

これまで以上に支援を充実させていくために，先生が今後

特に重要となると考えているものを教えてください．以下

の 12 の事柄の中から，該当する事柄に 4 個以内で〇を付

けて回答してください．」だった注 3． 

質問項目は「性的マイノリティに関する，児童生徒の学

習機会が増えること（授業で積極的に取り上げる，当事者

や専門家による特別授業 など）」（以下，児童生徒の学習

機会の増加），「性的マイノリティに関する，教職員の学習

機会が増えること（教員向けの講演会や研修会の実施 な

ど）」（以下，教職員の学習機会の増加），「性的マイノリテ

ィに関する，保護者の学習機会が増えること（保護者向け

の講演会や研修会の実施 など）」（以下，保護者の学習機

会の増加）等の 12項目だった． 

３．結果と考察 

3.1 学校の基本情報ならびに回答者の基本情報 

学校の基本情報（所在地は除く）ならびに回答者の基本

情報を表 1に示す． 

表 1. 学校の基本情報ならびに回答者の基本情報 
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回答は，人権教育（はい，を選んだ平均割合： 83.1％），

いじめ防止（はい，を選んだ平均割合：97.8%），不登校対

策（はい，を選んだ平均割合：92.2%）に力を入れており，

校長が性的マイノリティに関する学習経験を有する学校

（あり，を選んだ平均割合： 70.9%）から得られた． 

性的マイノリティの児童生徒が在籍している（いると

思う）回答の合計割合は，高等学校（61.7%），中学校

（29.7%），小学校（4.1%）の順に高く，これは性的マイ

ノリティの教職員の在籍状況に関する結果と同じであっ

た．性的マイノリティに関する相談経験を有する学校長の

割合も高等学校（36.6%），中学校（24.1%），小学校の

（13.7%）順に高く，これは学校長の性的マイノリティに

関する学習経験の有無と同一の結果であった． 

文部科学省 6)が実施した学校における性同一性障害に

係る対応の状況調査によれば，特別な配慮を行ったことを

報告した割合は高等学校が最も多い（高等学校 66.5%，中

学校 17.2%，小学校 16.3％）．高等学校において，性的マ

イノリティの生徒がいる，性的マイノリティに関する相談

経験があると多く回答される理由は，15 歳未満では性別

に関する違和感の診断が慎重になることから 5)，学校段階

における診断状況の違いを反映しているのかもしれない．

一方，人権教育に力を入れていると回答した学校は小学校，

中学校，高等学校の順番となったが，学校段階における道

徳教育の位置づけや時間数が影響した，と考察する． 

3.2 学校全体としての支援・配慮 

回答に不備がなかった小学校 831 校，中学校 495校，高

等学校 434校の回答を分析した．結果を図 1に示す． 

小・中・高等学校の選択率の平均を求めたところ，選択

率は高い順から，複数の教職員が当該児童生徒の情報を共

有（88.3%），相談できる教職員の存在（86.9%），態度や

言動への配慮が教職員で意識共有（77.8%），性別による区

分をさける（53.3%），外部機関との連携体制の存在

（52.3%），職員会議等での話し合いの実施（47.3%），児

童生徒向けの授業の実施（36.0%），関連情報・資料の教職

員への周知（33.4%），相談できる教職員・場所の周知

（32.1%），ポスター等の学内掲示（30.3%），教職員向け

研修会の実施（25.1%），保健室からの情報発信（25.1%），

図書室からの情報発信（18.8%），教職員向け手引きの作成

（11.3%）であった． 

基本的な結果は本多 1)が実施した 2016 年の山梨県の

小・中学校調査と共通していたが，選択率はこの調査と比

べて全体的に上昇していた．2016 年と比べて，学校にお

ける性的マイノリティの児童生徒への支援・配慮に関する

認知度の高まった，あるいは当該問題に関する山梨県の認

図 1. 学校全体としての支援・配慮 
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知度が低かった可能性がある． 

そして，本多 1)の調査と同様に，性的マイノリティの児

童生徒が相談できる環境があり，複数の教職員が当該児童

生徒の情報を共有できる仕組みもあり，態度や言動に配慮

していると回答した学校が多かった．これは，単純に解釈

するならば，学校の性的マイノリティの児童生徒への支

援・配慮が充実していることを示唆しているが，関連情

報・資料の教職員への周知や教職員向け研修会の実施，教

職員向け手引きを作成している学校が少ない，という結果

と合わせて慎重に解釈することが望ましいだろう．これら

の結果とともに考察すると，学校は性的マイノリティの児

童生徒に関する教職員の知識が不足した状態で，児童生徒

の悩みへの対応や情報共有を行う状況にあると理解する

ことができる．教職員の性的マイノリティに関する知識が

不足した状態での情報共有は，本人の了承なく性的指向や

性自認について暴露するアウティングのリスクを高める

ことにも繋がるので注意が求められるだろう． 

そして，授業，ポスター，保健室や図書館による情報発

信の選択率が低いという結果は，性的マイノリティに関す

る学習機会・情報提供を行っている学校が限られているこ

とを意味している．学校が児童生徒に学習機会や情報の提

供を行っていなければ，当事者の児童生徒から学校に相談

や支援・配慮の要請が行われることは少ないだろう．相談

できる教職員・場所の周知を行っている学校が少ない，と

いう結果と一緒に考察すると，現状では，性的マイノリテ

ィ当事者の児童生徒は，学校に悩みを相談できる，必要な

らば学校に支援・配慮の要請を行うこともできる，という

ことを知らずに過ごしている可能性が高い． 

3.3 特定の児童生徒に対する支援・配慮 

回答に不備がなかった小学校 831 校，中学校 500校，高

等学校 436校の回答を分析した．結果を図 2に示す． 

小・中・高等学校の選択率の平均を求めたところ，選択

率は高い順から，学用品（52.3%），健康診断（48.4%），

トイレ（44.0%），宿泊研修（43.8%），更衣室（43.2%），

髪型（41.2%），他の児童生徒への説明（38.4%），服装

（37.6%），通称の使用（37.1%），保護者や PTA への説明

（36.0%），クラブ活動・部活動（34.0%），体育又は保健

体育の授業（31.4%），体育又は保健体育以外の授業

（25.2%）であった． 

文部科学省 6)は，学校が把握している性同一性障害に係

る対応事例を収集している．この結果を本稿の結果と直接

比較することは難しいが，その調査と比べて，特別な配慮

図 2. 特定の児童生徒に対する支援・配慮 
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を行うことを決めている学校の割合は全体的に増えてい

た．同様に，本多 1)が実施した 2016 年の山梨県の小・中

学校調査と比較してみると，支援・配慮の選択率は概ね上

昇していたことから，特定の児童生徒に対する支援・配慮

に関する状況は改善傾向にあるのかもしれない． 

全体的傾向として，児童生徒から要望があった場合に，

その児童生徒に対して支援・配慮を行うことを学校として

決めているのは，全ての質問項目において，小学校，中学

校，高等学校の順で高かった．本多 1)では，小学校は，中

学校と比べて特定の児童生徒に対する支援・配慮を実施す

ることを決定している学校が多い傾向が認められたが，今

回の調査から，小学校，中学校，高等学校と，学校段階が

進むにつれて，特定の児童生徒に対する支援・配慮が漸減

することが示唆された．この結果は，学校の基本情報なら

びに回答者の基本情報において，（1）性的マイノリティの

児童生徒が在籍している（いると思う）合計割合が高等学

校，中学校，小学校の順に高い，（2）性的マイノリティに

関する学習経験ならびに相談経験を有する学校長の割合

は高等学校，中学校，小学校の順で高いという結果と比較

してみると対照的である． 

小学校は，中学校や高等学校と比べて，制服やクラブ活

動・部活動，体育などが児童生徒の性別で区別されること

が少ない．このことが特定の児童生徒に対する支援・配慮

状況の学校段階の違いを生じている可能性がある． 

トランスジェンダーの児童生徒は，学校生活に内在する

性規範に苦悩し，不登校になりやすいことから 2)，性別で

区別される機会が増える学校段階の進行に伴い，学校をド

ロップアウトしやすくなることが想定される．それがこの

結果と関係するのかもしれない．いずれにせよ，性的マイ

ノリティの生徒に対する合理的配慮の考え方がこれまで

以上に学校で普及することが望ましいだろう．昨今，一般

社会からみて明らかにおかしい校則や生徒心得，学校独自

ルールなどの通称「ブラック校則」の存在が問題視されて

おり 7)，校則を見直す動きが高まっている 8)．この動きに

連動して，性的マイノリティの児童生徒に対する学校の支

援・配慮に関する改善が行われることも期待したい． 

3.4 スクールカウンセラーに支援・配慮で貢献して欲し

いこと 

回答に不備がなかった小学校 848 校，中学校 513校，高

等学校 452校の回答を分析した．結果を図 3に示す． 

小・中・高等学校の選択率の平均を求めたところ，選択

率は高い順から，当事者児童生徒の相談に乗る（73.2%），

図 3. スクールカウンセラーに支援・配慮で貢献して欲しいこと 
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当事者児童生徒の保護者の相談に乗る（47.9%），教職員に

具体的な支援・配慮の仕方を教える（46.0%），当事者児童

生徒の担任の相談に乗る（40.9%），教職員に基本的な知識

を教える（38.1%），学校と専門機関との橋渡しをする

（29.8%），児童生徒たちに具体的な支援・配慮の仕方を教

える（19.0%），当事者児童生徒への継続的な助言をする

（19.0%），児童生徒たちに基本的な知識を教える（17.8%），

児童生徒が相談しやすい環境づくりに協力する（15.3%），

保護者たちに基本的な知識を教える（13.2%），保護者たち

に具体的な支援・配慮の仕方を教える（10.0%），だった． 

小・中・高等学校の結果の基本的なパタンは，概ね類似

していたが，小学校は，保護者への対応に関する項目の選

択率が中学校や高等学校と比べて高かった．これは，小学

校は中学校や高等学校よりも学校と保護者の結びつきが

強いことを反映しているのではないか，と考察する． 

文部科学省は，スクールカウンセラーの役割として，児

童生徒に対する相談・助言，保護者や教職員に対する相談，

校内会議等への参加，教職員や児童生徒への研修や講話，

相談者への心理的な見立てや対応，ストレスチェックやス

トレスマネジメント等の予防的対応，事件・事故等の緊急

対応における被害児童生徒の心のケアなどをあげている．

本研究の結果は，学校がスクールカウンセラーに性的マイ

ノリティ当事者の児童生徒に対する相談・助言，保護者や

教職員に対する相談への対応・貢献を期待していることを

示している．この結果は，学校が臨床心理士に支援・配慮

で貢献して欲しいことに関する結果 1)と共通する．スクー

ルカウンセラーは，国家資格である公認心理師，公益財団

法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理

士が担当していることが多い 9)．日本心理学会 10)が公開し

ている「公認心理師大学カリキュラム標準シラバス」を確

認したが，授業で含むべきキーワードの例の中には性的マ

イノリティに関係する事柄が含まれていないことから，性

的マイノリティに関する学習経験が乏しい公認心理師が

スクールカウンセラーとして勤務している可能性がある

ことにも留意すべきだろう．もし，そのような状況が認め

られるのであれば，公認心理師の研修会等でこの調査結果

を周知して学習機会を提供することが有効かもしれない． 

3.5 支援の充実において重要なこと 

回答に不備がなかった小学校 852 校，中学校 514校，高

等学校 459校の回答を分析した．結果を図 4に示す． 

小・中・高等学校の選択率の平均を求めたところ，選択

率は高い順から，教職員の学習機会の増加（61.5%），児童

図 4. 支援の充実において重要なこと 
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生徒が相談しやすい学校づくりの推進（53.3%），児童生徒

の学習機会の増加（36.3%），保護者と学校と外部機関の連

携（35.5%），学校のスムーズな支援体制の充実（35.2%），

教育機関における支援・配慮の公的な推進（30.6%），保護

者の学習機会の増加（26.8%），公的機関による人権教育・

いじめ防止の推進（21.7%），学校とスクールカウンセラー

の連携（20.3%），社会的な受け入れに関する法律・制度の

充実（19.6%），教材の開発・普及（10.2%），学校におけ

る情報発信・啓発活動の充実（5.7%），であった． 

本多 1)の小・中学校調査と比較すると，教職員の学習機

会の増加の選択率が最も高く，学校における情報発信・啓

発活動の選択率が最も低い，などの基本的な結果は共通し

ていた．約 6,000 人の教員を対象として行われた調査 11)

によれば，性同一性障害の子どもに関わった経験のある教

員は約 12％，同性愛が約 8％であったこと，さらに教員養

成課程出身の教員の回答を見ると，性的マイノリティの学

習経験は「性同一性障害に関すること」が 8.1％，「同性愛

に関すること」が 7.5％であったことが報告されている．

この報告から示唆されるように，性的マイノリティに関す

る学習経験がある教員は限られていることから，教職員の

学習機会の増加が選択されやすかったのではないか，と考

察する．学校における情報発信・啓発活動の選択率が低い

という結果は，学校の多忙化や施設対応の難しさなど，現

実的な事情から対応が難しい学校があることとも関係す

るかもしれない 12)． 

４．おわりに 

学校における性的マイノリティの児童生徒への支援・配

慮の充実が喫緊の課題である．本研究は，本多 1)を発展さ

せて，全国の小・中・高等学校を無作為抽出して，性的マ

イノリティの児童生徒への支援・配慮状況を調べた．

その結果，（1）性的マイノリティに関する学習機会・情

報提供を行っている学校は少数であること，（2）特定の児

童生徒に対する支援・配慮は学校段階の進行に伴い漸減す

る傾向が認められること，（3）児童生徒への支援・配慮の

充実には教職員の学習機会の増加が重要だと考えられて

いること，が示された．以上の結果の基本的な傾向と知見

は，本多 1)と概ね共通していた． 

結果をもとに，性的マイノリティの児童生徒に対する支

援・配慮の充実，状況の改善について考察する．教職員の

性的マイノリティに関する知識不足とそれに伴う問題の

発生が懸念される．複数の教職員が当該児童生徒への情報

を共有する仕組みがあると回答した学校が多かったが，教

職員が知識不足の状況下での情報共有がきっかけとなっ

て，当事者の意思によらない性的指向や性自認に関する情

報の暴露，いわゆるアウティングが行われるようなことは

絶対に避けなければいけない．教職員の学習機会の増加が

重要だ，と回答した学校長が多かったが，教職員の学習機

会の増加による知識不足の解消は，支援要請に対応できる

学校づくりにとって必須であり，アウティングのリスクを

減らすうえでも有効だろう． 

教職員向け研修会を実施している学校は回答が得られ

た学校でも 3割未満だったことから，今後，教育委員会な

どが主体となって，性的マイノリティの児童生徒への支

援・配慮を検討する研修会やワークショップを実施するこ

とで，教職員の性的マイノリティに関する知識不足解消，

学校における支援・配慮の充実，状況の改善が期待できる

だろう．性的マイノリティの児童生徒への支援・配慮は，

相談経験がない学校では，当事者の存在や支援の必要性が

認識されにくいことから，支援要請が行われたときに対応

できる学校づくりが遅れがちである 12)．支援要請に対応

してきた学校がもつ知識や経験，ノウハウを研修会等で共

有する取り組みは，性的マイノリティの児童生徒に対する

学校の支援・配慮状況を改善する一助になるだろう． 

本研究の限界と留意点について言及する．本研究の調査

票の回収率は 23～29％程度であった．郵送調査法による

回収率は 20～30%にとどまることが多いことが知られて

いる 13), 14)．本研究は，郵送調査として一般的な回収率だ

ったものの，どちらかといえば，性的マイノリティの児童

生徒に対する学校の支援・配慮に関心がある学校からの回

答結果が反映されている，と考えたほうが適当である．こ

の考えに基づいて議論するならば，データにはバイアスが

かかっている可能性が高いことから「学校全体としての支

援・配慮」「特定の児童生徒に対する支援・配慮」の実際

の選択率は本研究の結果よりも低いということが想定さ

れる．今後，学校における性的マイノリティの児童生徒へ

の支援・配慮状況を調べ，課題を明らかにし，教育現場へ

の応用と状況の改善につなげていくためには，当該問題に

関心がある学校だけではなく，関心の乏しい学校からも知

見が得られるような工夫も求められるだろう． 

５．まとめ 

全国の小・中・高等学校を無作為抽出して性的マイノリ

ティの児童生徒に対する学校の支援・配慮状況を調べた結

果，（1）性的マイノリティに関する学習機会・情報提供を

行っている学校は少数であること，（2）児童生徒に対する

支援・配慮は学校段階の進行に伴い漸減する傾向が認めら

れること，（3）児童生徒への支援・配慮の充実には教職員

の学習機会の増加が重要だと考えられていること，が示さ

れた．性的マイノリティの児童生徒に対する学校の支援・

配慮の充実，状況の改善についても考察した． 

脚注 

注 1：調査票では「セクシュアル・マイノリティ」という

用語を使用したが，現在「性的マイノリティ」という用語

が普及しつつあることから（文部科学省の資料でも使用さ

れている），本稿では「性的マイノリティ」という用語を

使用する． 
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注 2：小学校調査の調査票では「児童」，中学校調査と高

等学校調査の調査では「生徒」という用語を使用した． 

注 3：選択数に上限を設定した理由は，全て望ましい項目

であることから，回答者が全てに〇をつける可能性がある

こと，その結果，質問項目に対する正確な反応が得られな

くなる可能性を考慮したためである．そのため，12 項目

の三分の一を基準にして選択数の上限を 4項目とした． 

付記 

小学校調査は日本心理学会第 82 回大会 15)で，中学校

調査は国際学校心理学会第 40回大会 16)で，高等学校調査

は日本学校心理学会第 21回大会 17)で発表した．各調査結

果は助成団体が主催した研究成果報告会等でも発表した

18)-20)．研究成果の一部は報告書等で既報である 12), 21), 22)． 
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